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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

１

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
一

○
令
和
七
年
度
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
二

○
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
し
ゅ
ん
功
認
可
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
離
島
港
湾
部
管
理
課
）…
三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
千
五
百
七
十
一

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
板
橋
区
舟
渡
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ベ
ン
ゼ
ン

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
二
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
度
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
を
次

の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
八
年
一
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

講
習
会
開
催
の
日
時
及
び
場
所

開
催
期
日

開
始
時
間

開

催

場

所

名

称

所

在

地

令
和
八
年
二
月

五
日
（
木
曜

日
）

午
前
九
時

公
益
財
団
法
人

東
京
都
農
林
水

産
振
興
財
団
立

川
庁
舎

立
川
市
富
士
見

町
三
丁
目
八
番

一
号

二

講
習
の
科
目
及
び
時
間

㈠

種
苗
に
関
す
る
法
令

二
時
間

㈡

種
苗
の
産
地
及
び
系
統
に
関
す
る
事
項

二
時
間

㈢

種
苗
の
生
産
技
術
に
関
す
る
事
項

二
時
間

三

受
講
対
象
者

原
則
と
し
て
、
配
布
の
目
的
を
も
っ
て
、
林
業
用
に
供
さ
れ
る

樹
木
（
す
ぎ
、
ひ
の
き
、
あ
か
ま
つ
、
く
ろ
ま
つ
、
か
ら
ま
つ
、

え
ぞ
ま
つ
及
び
と
ど
ま
つ
の
七
樹
種
）
の
種
子
、
穂
木
、
茎
、
根

又
は
苗
木
（
幼
苗
を
含
む
。
）
を
採
取
し
、
又
は
育
成
す
る
事
業

を
行
お
う
と
す
る
者
又
は
当
該
事
業
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
で

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

東
京
都
在
住
の
者

㈡

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
を
行
う
都
内
に
所
在
の
あ
る
法
人
に

勤
務
す
る
者

四

受
講
申
込
手
続
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受
講
希
望
者
は
、
令
和
八
年
一
月
六
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月

十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
に
受
講
申
込
書
に
所
定
事
項
を
記
入
し
、

東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
若
し
く
は
東
京
都
森
林

事
務
所
森
林
産
業
課
に
提
出
し
、
又
は
Ｌ
ｏ
Ｇ
ｏ
フ
ォ
ー
ム
の
申

込
み
フ
ォ
ー
ム
に
所
定
事
項
を
入
力
し
て
申
し
込
む
こ
と
。

五

講
習
手
数
料

一
万
四
千
円

六

そ
の
他

㈠

詳
細
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林

課
森
林
産
業
担
当
（
〇
三－

五
〇
〇
〇－
七
二
〇
一
）
へ
問
い

合
わ
せ
る
こ
と
。

㈡

こ
の
講
習
会
を
受
け
所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て

は
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

な
お
、
こ
の
講
習
修
了
証
明
書
が
な
い
と
生
産
事
業
者
の
登

録
が
受
け
ら
れ
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
三
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
波
浮
港
港
湾

区
域
内
公
有
水
面
埋
立
て
に
係
る
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん

功
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
五
日

波
浮
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

令
和
八
年
一
月
五
日

二

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

三

埋
立
区
域

㈠

位
置

大
島
町
波
浮
港
地
先
港
湾
区
域
内
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑩
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
北
緯
三
四
度
四
一
分
一
三
秒
三
三
、
東

経
一
三
九
度
二
六
分
一
一
秒
四
四
）
か
ら
一
八
一

度
二
一
分
五
八
秒
一
八
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
六
五
度
五
〇
分
一
九
秒
一
・
八

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
四
六
度
一
一
分
三
二
秒
五
三
・

三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
〇
九
分
三
六
秒
一
・
九

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
三
二
二
度
五
四
分
〇
四
秒
八
・
二

六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
四
二
分
四
三
秒
一
〇
・

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
三
三
分
〇
五
秒
一
〇
・

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
三
七
分
三
四
秒
一
〇
・

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
二
九
分
五
四
秒
一
四
・

〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
三
一
九
度
三
三
分
一
一
秒
二
・
九

三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

一
二
二
・
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

ふ
頭
用
地

五

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

二
十
八
港
島
管
第
十
六
号

六

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村

大
島
町
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